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１．通常の経済活動の主体としての環境保全への取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（１）「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措

置について定める計画」に基づく平成２９年度の取組 

 

平成２８年５月１３日、地球温暖化対策計画の閣議決定と併せ、新たに「政府がその事

務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計

画」（以下「政府実行計画」という。）が閣議決定された。本計画では、２０１３（平成２５）年度

を基準として、政府全体の温室効果ガス排出量を２０３０（平成４２）年度までに４０％、中間

目標として２０２０年度（平成３２年度）までに１０％削減するという目標を設定するとともに、

LED 照明の率先導入等の措置を講じることとしている。 

当該計画に基づく当省の取組状況は以下のとおりである。 

当省の実行計画に定めた数量的目標の達成に向けて、概ね順調に実施できている。今後

も引き続き温室効果ガス排出削減に有効な対策を進めていく。 

 

＜当省の平成２９年度の取組状況＞ 

〇公用車に占める次世代自動車の割合については、約７７％程度であった。 

（実行計画における目標：基準年度比で２０２０年度までに９割程度を次世代自動車とす

る。） 

○公用車の燃料使用量については、基準年度（２０１３年度）比約２３％削減となった。 

（実行計画における目標：基準年度比で２０２０年度までに概ね１５％以上削減する。） 

〇LED 照明の導入割合については、約２２％であった。 

（実行計画における目標：２０２０年度までに概ね５０％以上とする。） 

○用紙類の使用量については、基準年度比約４４％削減となった。 

（実行計画における目標：基準年度比で、２０２０年度までに概ね４０％以上削減する。） 

○事務所の単位面積あたりの電気使用量については、基準年度比約１０％削減となった。 

（実行計画における目標：基準年度比で２０２０年度までに概ね１０％以上削減する。） 

○エネルギー供給設備等における燃料使用量については、基準年度比約１９％削減となっ

た。 

（実行計画における目標：基準年度比で２０２０年度までに概ね１０％以上削減する。） 

○事務所の単位面積当たりの上水使用量については、基準年度比約１４％減少となった。 

（実行計画における目標：基準年度比で、２０２０年度までに概ね１０％以上削減する。） 

○以上を踏まえた温室効果ガス総排出量については、基準年度比約１４％の削減となっ

た。 

（実行計画における目標：基準年度比で、２０３０年度までに40％削減する。中間目標として

基準年度比で、２０２０年度までに 10％削減する。）



 

 

（２）平成２９年度における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結 

 

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（平成

１９年法律第５６号。以下「環境配慮契約法」という。）第８条第１項の規定に基づき、平成２

９年度における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結実績の概要を取りま

とめたので公表する。なお、本取りまとめは、経済産業省本省（同庁舎に入居している資源

エネルギー庁、中小企業庁を含む。）、特許庁、地方経済産業局（同庁舎に入居している産

業保安監督部を含む。）及び経済産業研修所における契約の締結実績について取りまとめ

たものである。 

 

経済産業省における平成２９年度の環境配慮契約の締結実績 

平成２９年度においては、環境配慮契約法及び国及び独立行政法人等における温室効

果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針（以下「基本方針」とい

う。）に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約（以下「環境配慮契約」とい

う。）を締結した。 

具体的には、基本方針において具体的な契約方法が定められている、①電気の供給を

受ける契約（裾切り方式 1）②自動車の購入及び賃貸借に係る契約（総合評価落札方式 2）、

③船舶の調達に係る契約（船舶の設計（プロポーザル方式 3）、小型船舶の調達（裾切り方

式））、④省エネルギー改修事業（ESCO事業）に係る契約、⑤建築物の設計に係る契約（プ

ロポーザル方式）、⑥産業廃棄物の処理に係る契約（裾切り方式）のうち、①、②及び⑥に

関連して以下のとおり契約を締結した。 

 

① 電気の供給を受ける契約 

経済産業省本省(高圧)、特許庁、経済産業研修所及び中部経済産業局においては、

使用する電気の調達に関して、環境配慮契約とされる裾切り方式によって電力供給契約

を締結した。 

経済産業省本省(低圧)においては、使用する電気が少量のため、随意契約にて電力

供給契約を締結した。 

その他の地方経済産業局においては、合同庁舎に入居している等の理由のため、契

約を行っていない。 

 

② 自動車の購入及び賃貸借に係る契約 

経済産業省本省及び地方経済産業局において、計１４台の自動車を購入、計４台の

自動車を賃貸借した。これら計１８台の契約のうち、１４台については、環境配慮契約とさ

                                            
1 入札参加資格を設定し、基準を満たした事業者の中から価格に基づき落札者を決定する方式 
2 価格にかかる評価点のほかに、価格以外の要素に係る評価点を評価対象に加えて品質を総合的に

評価し、技術と価格の両面を考慮した結果、最も優れた者を落札者とする方式 
3 設計者や設計組織の持つ想像力、技術力、経験などを技術提案書（プロポーザル）から評価し、その

設計業務の内容に最も適した設計者を選ぶ方式 



 

 

れる総合評価落札方式による入札を実施した。 

また、上記以外の４台については、うち２台は一般競争入札（総合評価落札方式）を実

施したが不調となったため随意契約を締結し、残りの２台は、総合評価落札方式の例外

規定として「環境性能がほとんど寄与しない場合は、必ずしも本方式を適用しない」こと

が定められており、同規定に該当するため最低価格方式により契約を行った。 

 

⑥ 産業廃棄物の処理に係る契約 

経済産業省本省、特許庁においては、産業廃棄物の処理に関して、環境配慮契約方

式によって、契約を締結した。 

関東経済産業局においては、契約の締結が急を要するものであったため、環境配慮

契約方式を実施しなかった。 

 



 

 

（３）「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）に基づく 

取組 

 

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号。）第８

条第１項の規定に基づき、平成２９年度の環境物品等の調達実績の概要を取りまとめ、公

表するとともに、環境大臣へ通知する。 

 

 

第１．平成２９年度の経緯 

平成２９年度については、当省において環境物品等の調達の推進を図るための方針 

（調達方針）の策定等を行い、これに基づいて環境物品等の調達を推進した。 

 

第２．特定調達品目の調達状況 

各特定調達品目（環境省が策定した政府全体の基本方針で定められた文房具、公用車

などの物品及び公共工事資材等）の調達量等は、別紙１および別紙２のとおりである。 

調達方針において基準を満足する物品等の調達割合により目標設定を行う品目につい

ては、全て１００パーセントを目標としており、機能を満たす物品の存在する場合において

は、各分野とも目標達成率は概ね１００パーセントであった。 

 

第３．間伐材及び合法木材の利用状況 

「公共建築物等木材利用促進法」及び「グリーン購入法」に基づく合法木材、間伐材の利

用状況については、別紙３のとおりである。対象となっている全ての品目について、間伐材

または合法性が証明された木材を使用した物品の調達率は１００パーセントであった。 

 

第４．特定調達物品等以外の環境物品等の調達状況 

特定調達物品等以外の環境物品等（ゴミ袋など計４品目）の調達量等については、別紙

４のとおりである。全て１００パーセントを目標としており、目標が達成できた。 

 

第５．その他の物品役務調達に当たっての環境配慮の実績 

契約業者及び納入業者に環境物品等の推進を呼びかけ、また、仕様書に環境物品等購

入に関する事項を記載させている。 

また、自動車を使った物品の納入及び役務提供に際しては、原則として基本方針で定め

られた自動車を利用するよう働きかけた。 

 

第６．当該年度調達実績に関する評価 

特定調達品目及び特定調達物品等以外の環境物品等の目標については、概ね調達目

標を達成した。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．環境政策の推進



 

 

平成２９年度に行った施策については、あらかじめ設定した目標の達成状況や指標の動

向等により、施策に係る現状の把握、課題等の分析を踏まえて評価を行った。 

評価対象とする施策については、経済産業省政策体系に掲げる環境関連施策（２施策）

とし、施策ごとに評価を行い、その結果を施策への反映状況として整理している。      

政策評価の結果への政策への反映状況は、以下の表のとおりである。 

 

平成２９年度事後評価（政策評価）の概要 

  

項目＼施策名 環境 

施策概要 ○地球温暖化対策等の推進 

パリ協定の下、主要排出国がその能力に応じた排出削減に取り組むよう国

際交渉に取り組むとともに、地球温暖化対策計画（平成28年5月13日）に基

づき、我が国の中期目標（2030年度削減目標）の達成に向けて､対策等に

着実に取り組む。また、世界の温室効果ガスの削減に向けて､「エネルギ

ー・環境イノベーション戦略」（平成28年4月19日）に基づき､革新的技術の研

究開発を強化していく。加えて、我が国が有する優れた技術をいかし、世界

全体の温室効果ガスの排出削減等に最大限貢献する。 

○資源循環の推進、環境負荷の改善 

資源生産性、循環利用率、最終処分量等の改善を図り、廃棄物等の発生

抑制（リデュース）、部品等の再使用（リユース）、使用済み製品等の再利用

（リサイクル）を促進し、循環型社会の形成を推進する。また、産業活動との

両立を図りつつ環境負荷問題の改善に向けた施策を推進する。 

 

評価 相当程度進展あり 

 

※ 評価は５段階（『目標超過達成』、『目標達成』、『相当程度進展あり』、『進展が大きくな

い』、『目標に向かっていない』） 


